
平成 30 年 3 月 28 日 

 

「遺言信託」・「遺産整理業務」の取扱開始について 

 

 

株式会社広島銀行（頭取 池田晃治）では、お客さまの円滑な資産承継ニーズにお応えするため、   

銀行本体での「遺言信託」・「遺産整理業務」の取扱いを開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。  
 
 

記 

 

１．目的 

従来の信託会社等代理店への取次ぎ方式だけでなく、銀行本体で取扱うことで、お客さまの円滑な

資産承継・相続対策ニーズにワンストップで的確かつ迅速にお応えするものです。 

 

２．商品内容 

商品 概要 

遺 言 信 託 
遺言作成の相談から、遺言書の作成・保管・管理、相続発生後の遺言執行までの

トータルサービス 

遺産整理業務 相続発生後の煩雑な相続の諸手続きを、ご遺族に代わって代行するサービス 

 ※詳細については、別添チラシをご参照ください。 

 

３．取扱開始日 

平成３０年４月２日（月） 

 

以上 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社 広島銀行 アセットマネジメント部 

℡（082）247－5151（代表） 










